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課題１（必須） 

国土とは，国民の幸せな暮らしを実現する舞台である。我が国は海に囲まれ大陸とも近いがゆ

えに，様々な要因から地政学上の位置が大きく変化しつつある。 

このような変動に加えて，内政面でも，全国を１平方キロメートルごとの地点に分けてみると

2050年には人口が半分以下になる地点が現在の居住地域の６割以上を占めるという予測もなさ

れている。これらを踏まえつつ，今後も我が国は，約38万平方キロメートルの領土と約447万平

方キロメートルの領海・排他的経済水域等の全てを持続可能な形で最大限利用することで，国民

の幸福の増進及び経済的な「一定の成長」を確保した上で，「豊かさ」を実感できる国土にしてい

かねばならない。 

大都市圏域のみならず地方圏域，農山漁村や離島・半島も国土政策の拠点となる場所であり，

そこに地域の守り手を育成する喫緊の必要性も生じている。さらに国土の長い歴史の中で育んで

きた「多様性」を重視しつつ，新時代に相応しい政策を推進する必要がある。 

 

以上の記述及び下記の資料を基に，次の問いに解答しなさい。 

① 我が国が上述のような状況下で直面しつつある課題を適宜挙げ，引き続き持続可能な豊かさ

と安心・安全を維持するために，これら課題への改善策と，その際に見込まれるリスクについ

て論じなさい。 

② 資源エネルギー分野での長期的な視座に立った国土政策を策定しなさい。その際，国際環境

の変化，我が国の国土構造の特性，財政的制約，地球環境への影響を考慮すること。 
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資料４ とうもろこし,小麦,大豆の地域別生産量,消費量,貿易量(純輸出入量)の見通し 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（著作権の関係により省略） 
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資料10 使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約（抄） 

 

前文 

締約国は， 

（ⅰ）～（ⅴ）略 

（ⅵ）使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全を確保する最終的な責任は国が負うことを

再確認し， 

（ⅶ）～（ⅹⅵ）略 

次のとおり協定した。 
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出題の趣旨（課題１） 

 

 本問は，内外の様々な状況の変化を踏まえつつ，我が国が持続可能な豊かさと安心・安全を維持して

いく施策について考えさせ，さらに，特に資源エネルギー分野での中長期的な視座に立った国土政策に

ついて問う問題である。例えば，我が国周辺の安全保障環境の変化，食糧自給率，働き手の減少などに

ついては，近隣諸国との関係，新興国の発展，世界的人口増加などを考慮しつつ改善策とリスクを考察

することが求められる。資源エネルギー分野については，災害に強い国土づくりや地球温暖化対策など

の観点を踏まえつつ，我が国の国土を生産性あるものとして最大限活用していく議論が求められる。 

 本問は，こうした内外の様々な要因を考慮しつつ，総合的かつ現実的なものの見方ができる能力を有

しているかを見極める狙いがある。 
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課題２（選択） 

長年，我が国は経常収支の黒字を続けていたが，近年この黒字基調が変わりつつある。2012年

の経常収支の黒字は，前年比－46.2％の４兆6835億円，2013年の経常収支の黒字はさらに減少し

て３兆2343億円となり，2014年１月には１兆5890億円の赤字を記録した。 

経常収支は国際収支の主な項目の一つであり，輸出入の差額である貿易収支，サービス収支，

第一次所得収支などから構成される（参考資料１）。また，経常収支は投資や貯蓄といった経済の

ファンダメンタルな要因からも説明することができる（参考資料２）。 

 

以上の記述及び下記の資料を基に，次の問いに解答しなさい。 

① 経常収支の黒字幅の縮小や赤字化については，それをもって日本経済の潜在的な力や「稼ぐ

力」の低下とする見方がある一方で，経常収支の黒字幅の縮小や赤字化だけでは一国の経済に

とって問題となるものではないとする見方がある。これらの見方について論じなさい。 

② 今後，10～20年の長期にかけての我が国の経常収支の動向について論じなさい。この際，参

考資料で説明されている「投資・貯蓄バランス（IS バランス）」の考え方を参照しつつ，我が

国の経済，社会，財政等のトレンドを勘案すること。 
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参考資料１：国際収支の見方 

 

経常収支は輸出と輸入の差額である貿易収支，旅行，輸送，金融，知的財産権などに伴うサー

ビス収支，対外金融債権・債務から生じる利子・配当金等（直接投資収益，証券投資収益等）の

収支状況を示す第一次所得収支，居住者と非居住者との間の対価を伴わない資産の提供に係る収

支状況を示す第二次所得収支から構成される。 

この経常収支に資本移転等収支（対価の受領を伴わない固定資産の提供，債務免除等）を加え，

金融収支（直接投資，証券投資，金融派生商品，その他投資及び外貨準備の合計）を引き，統計

上の誤差脱漏を加えたものの合計が０となる。すなわち， 

 経常収支＋資本移転等収支－金融収支＋誤差脱漏＝０ 

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料２：投資・貯蓄バランス（ISバランス）と経常収支 

 

国民経済計算上の概念で定義すると 

国内貯蓄－国内投資＝（民間貯蓄＋租税等収入）－（民間投資＋財政支出） 

＝経常収支 

となる。国内貯蓄，国内投資とも民間部門と政府部門に分けられ，政府部門では租税等収入と財

政支出との差額が貯蓄投資差額となる。 
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出題の趣旨（課題２） 

 

 本問は，我が国の経常収支をどう考えるかを経済的な視点から論理的に考えさせ，さらに長期的なト

レンドを考慮して我が国の経常収支に関するシナリオを描くことを問う問題である。貿易収支もしくは

経常収支の赤字については，「我が国が外国に対して損失を出している」という議論もあるが，第一次所

得収支を含めた見方など，グローバル化と経済の関係を把握した上での考察が求められる。さらに，い

わゆる ISバランスの議論なども活用しつつ，高齢化や政府債務の動向，エネルギー環境の変化といった

長期のトレンドがどのように経常収支の推移に影響を与えるかを踏まえた議論が求められる。 

 本問は，こうした多岐にわたる要因を考慮しつつ，整合的かつ総合的なものの見方ができる能力を有

しているかを見極める狙いがある。 
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課題３（選択） 

核不拡散体制に関連して，下記の資料を参考にしながら，次の問いに解答しなさい。 

 

① 1995年核兵器の不拡散に関する条約（NPT）運用検討・延長会議に先立つ同年４月５日の

W.クリストファー米国国務長官による談話（資料１）は，条件付きながらも，「核兵器の不拡

散に関する条約（NPT）」（資料２）の非核兵器国たる締約国に対する米国の「消極的な安全の

保証」（negative security assurances）を確認するものであったと解釈されている。核不拡散

体制において，核兵器国の条件付きの「消極的な安全の保証」が何を意味するのかを，資料１

及び資料２を参考にしながら説明する文書を作成しなさい。 

② 国際原子力機関（IAEA）の保障措置は，「核兵器の不拡散に関する条約を中心とする核不拡

散体制の実効性を検証するために不可欠の制度」と位置付けられる。核兵器の不拡散に関する

条約及び国際原子力機関憲章の関連条項（資料２及び資料３）を参考に，「保障措置(safeguard)」

の概念の意味を明らかにした上で，保障措置と核不拡散体制が上記のとおり関連付けられるの

はなぜかを，簡潔に説明する文書を作成しなさい。 

③ 近年，核不拡散体制の下において「核開発疑惑」が顕在化した。すなわち，IAEA は秘密裏

に行われている原子力活動を探知できないという問題が，明らかになったのである。この文脈

において我が国は，IAEAの活動にどのような形で支援を行い得るかを述べなさい。 
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資料１ United Nations Document S/1995/263 

 

The United States reaffirms that it will not use nuclear weapons against non-nuclear-weapon States 

Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons except in the case of an invasion or 

any other attack on the United States, its territories, its armed forces or other troops, its allies, or on a 

State towards which it has a security commitment, carried out or sustained by such a non-nuclear- 

weapon State in association or alliance with a nuclear-weapon State. 

出所：国際連合ホームページ 

 

 

資料２ 核兵器の不拡散に関する条約（抄） 

効力発生 1970年３月５日 

第１条 

締約国である各核兵器国は，核兵器その他の核爆発装置又はその管理をいかなる者に対して

も直接又は間接に移譲しないこと及び核兵器その他の核爆発装置の製造若しくはその他の方法

による取得又は核兵器その他の核爆発装置の管理の取得につきいかなる非核兵器国に対しても

何ら援助，奨励又は勧誘を行わないことを約束する。 

 

第２条 

締約国である各非核兵器国は，核兵器その他の核爆発装置又はその管理をいかなる者からも

直接又は間接に受領しないこと，核兵器その他の核爆発装置を製造せず又はその他の方法によ

つて取得しないこと及び核兵器その他の核爆発装置の製造についていかなる援助をも求めず又

は受けないことを約束する。 

 

第３条 

１ 締約国である各非核兵器国は，原子力が平和的利用から核兵器その他の核爆発装置に転用

されることを防止するため，この条約に基づいて負う義務の履行を確認することのみを目的と

して国際原子力機関憲章及び国際原子力機関の保障措置制度に従い国際原子力機関との間で交

渉しかつ締結する協定に定められる保障措置を受諾することを約束する。（以下略） 

２～４ 略 
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資料３ 国際原子力機関憲章（抄） 

効力発生 1957年７月29日 

第３条（任務） 

Ａ 機関は，次のことを行う権限を有する。 

１～４ 略 

５ 機関がみずから提供し，その要請により提供され，又はその監督下若しくは管理下におい

て提供された特殊核分裂性物質その他の物質，役務，設備，施設及び情報がいずれかの軍事的

目的を助長するような方法で利用されないことを確保するための保障措置を設定し，かつ，実

施すること並びに，いずれかの二国間若しくは多数国間の取極の当事国の要請を受けたときは，

その取極に対し，又はいずれかの国の要請を受けたときは，その国の原子力の分野におけるい

ずれかの活動に対して，保障措置を適用すること。 

６～７ 略 
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出題の趣旨（課題３） 

 

 本問は，核不拡散体制における，核兵器国の条件付きの「消極的な安全の保証」と IAEAの保障措置

制度について説明させ，さらに，IAEA が秘密裏に行われている原子力活動を探知できないという問題

について我が国が行い得る支援を問う問題である。核兵器不拡散体制においては，核兵器国と非核兵器

国のうち前者にのみ核兵器の保有が認められており，核兵器国の条件付きの「消極的な安全の保証」が

その不平等性に対してどのような意味があるかを説明する必要がある。また，IAEA の活動に対する我

が国の支援については，保障措置が核不拡散体制の維持に不可欠であることを念頭に，追加議定書の普

遍化などの外交努力や追加議定書締結に向けた各国の実施体制支援，IAEA への核物質等の分析能力の

向上支援などについて言及が求められる。 

 本問は，核不拡散体制を支える規定や仕組みと現在の問題に対する我が国の支援を論じさせることで，

平明に説明する能力と問題解決能力を有しているかを見極める狙いがある。 

 


